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手話通訳 要約筆記 予約保育あり／月初は9月2日㈪から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994-0706へ（市外局番は04）

シ
や
ス
イ
カ
な
ど
を
屋

外
に
捨
て
た
り
、
柿
な

ど
庭
の
果
樹
を
収
穫
せ

ず
に
放
置
す
る
と
、
そ

れ
ら
を
餌
に
す
る
野
生

鳥
獣
が
増
え
て
し
ま
い

ま
す
。
野
菜
や
果
物
は
放
置
せ
ず
、
適
切

に
処
分
、
収
穫
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

生
活
環
境
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
７
０

特
定
生
産
緑
地
指
定
の
意
向
確
認

　
指
定
（
都
市
計
画
決
定
）
か
ら
30
年
が

経
過
す
る
生
産
緑
地
地
区
は
、
特
定
生
産

緑
地
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
で
、
市
へ
の

買
い
取
り
の
申
し
出
が
で
き
る
期
間
を
10

年
間
延
ば
せ
ま
す
。

　
対
象
者
に
意
向
確
認
書
を
郵
送
し
ま
し

た
の
で
、
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、

基
準
日
を
過
ぎ
る
と
指
定
を
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
生
産
緑
地
の
面
積
要
件
を
緩
和

　
こ
れ
ま
で
指
定
で
き
な
か
っ
た
小
規
模

な
農
地
で
も
、
生
産
緑
地
地
区
の
指
定
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ご
希

望
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

都
市
計
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
２

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
を
実
施

日 

９
月
21
日
㈯
〜
30
日
㈪

市 

重
点
目
標

　
子
ど
も
の
交
通
事
故
防
止

◆
交
通
安
全
啓
発
活
動

日 

場
▼
９
月
24
日
㈫
／
ヤ
オ
コ
ー
東
所
沢

店
▼
９
月
26
日
㈭
／
狭
山
ヶ
丘
駅
東
口

交
差
点
▼
９
月
30
日
㈪
／
ヤ
オ
コ
ー
所

沢
美
原
店
各
日
午
後
４
時
〜
４
時
20
分

（
雨
天
中
止
）

内 

反
射
材
な
ど
交
通
安
全
グ
ッ
ズ
の
配
布

問 

交
通
安
全
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
０

１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
５
億
円

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

　
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
と
ハ
ロ

ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
が
全
国
で
発
売
さ

れ
ま
す
。
こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
市
町

村
の
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使

わ
れ
ま
す
。

発
売
期
間
　
９
月
24
日
㈫
〜
10
月
18
日
㈮

問 

公
益

財
団

埼
玉
県
市
町
村
振
興
協
会

　
☎
０
４
８
‐
８
２
２
‐
５
０
０
４

令
和
２
年
度
混
合
保
育
の
申
し
込
み

　
混
合
保
育
と
は
、
発
達
に
配
慮
が
必
要

な
お
子
さ
ん
を
保
育
園
で
他
の
お
子
さ
ん

と
と
も
に
保
育
し
、
相
互
の
成
長
発
達
を

促
す
も
の
で
す
。

対 

保
育
の
必
要
な
事
由
（
労
働
、
介
護
、

就
学
、
疾
病
な
ど
）
に
該
当
す
る
入
園

希
望
者

申 

問
月
初
〜
９
月
９
日
㈪
に
市
役
所
２
階

保
育
幼
稚
園
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２

６
に
直
接
・
電
話

◎
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
お
子
さ
ん
の
相

談
も
受
け
付
け
ま
す
。

陸
上
競
技
選
手
権
大
会
の
中
止

　
毎
年
10
月
に
本
大
会
を
開
催
し
て
い
ま

す
が
、
今
年
度
は
、
イ
タ
リ
ア
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
チ
ー
ム
の
事
前
キ
ャ
ン
プ
地
と
し
て

競
技
場
の
改
修
整
備
を
す
る
こ
と
に
伴
い
、

開
催
を
中
止
し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
２
４
８

地
域
福
祉
に
関
す
る
市
民
意
識
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
第
３
次
所
沢
市
地
域
福
祉
計
画
策
定
の

た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
す
。
９
月
中

に
無
作
為
抽
出
で
選
ば
れ
た
方
に
ア
ン
ケ

ー
ト
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
同
封
の
返
信

用
封
筒
（
切
手
不
要
）
で
10
月
15
日
㈫
ま

で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
☎
２
９
２
２
‐
２
１
１
５

生
物
多
様
性
と
こ
ろ
ざ
わ
戦
略
の

調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
生
物
多
様
性
と
こ
ろ
ざ
わ
戦
略
策
定
の

基
礎
デ
ー
タ
と
す
る
た
め
に
、
令
和
２
年

９
月
ま
で
動
植
物
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
里
山
保
全
地
域
な
ど
の
保
全
緑
地
を
中

心
に
、
市
の
身
分
証
を
持
っ
た
調
査
員
が

樹
林
地
（
民
地
）
に
立
ち
入
り
調
査
し
ま

す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

み
ど
り
自
然
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
７
３

意
図
し
な
い
餌
付
け
に
ご
注
意
！

　
余
っ
た
り
傷
ん
だ
り
し
た
ト
ウ
モ
ロ
コ

２
１
‐
１
０
８
０
②
上
下
水
道
局
窓
口

サ
ー
ビ
ス
課
☎
２
９
２
１
‐
１
０
８
６

◆
市
民
医
療
セ
ン
タ
ー
の

　
使
用
料
、
手
数
料

対 

人
間
ド
ッ
ク
検
診
料
、
生
活
習
慣
病
検

診
料
、
特
別
療
養
環
境
室

料
、
一
般
診
断
書
料
、
健

康
診
断
書
料

問 

同
セ
ン
タ
ー
総
務
課

　
☎
２
９
９
２
‐
１
１
５
１

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
一
斉
更
新

　
新
し
い
国
民
健

康
保
険
証（
灰
色
）

を
加
入
世
帯
の
世

帯
主
宛
て
に
簡
易

書
留
（
受
領
印
な

ど
が
必
要
）
で
郵

送
し
ま
す
。

　
不
在
時
は
「
郵

便
物
お
預
か
り
の

お
知
ら
せ
」
が
投

函
さ
れ
ま
す
。
９

月
中
に
指
定
郵
便

局
で
受
け
取
っ
て

く
だ
さ
い
。

　
新
し
い
保
険
証
（
令
和
２
年
７
月
31
日

ま
で
有
効
）
は
、
届
い
た
日
か
ら
使
え
ま

す
。
現
在
の
保
険
証
（
青
色
）
は
９
月
30

日
ま
で
有
効
で
す
が
、
新
し
い
保
険
証
が

届
き
次
第
、
裁
断
し
て
破
棄
す
る
か
国
民

健
康
保
険
課
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

国
民
健
康
保
険
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
３
１

10
月
か
ら
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
が

始
ま
り
ま
す

　
消
費
税
率
の
変
更
に
合
わ
せ
て
始
ま
る

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
老
齢
・
障

害
・
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
者
で
、
所
得

な
ど
の
要
件
を
満
た
す
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
対
象
者
に
は
、
９
月
中

に
日
本
年
金
機
構
か
ら
請

求
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
記
入
し
て
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

▼
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０

‐
０
５
‐
４
０
９
２
▼
所
沢
年
金
事
務

所
☎
２
９
９
８
‐
０
１
７
０

市
税
の
納
期
限

　
９
月
30
日
㈪
は
国
民
健
康
保
険
税
（
３

期
）
の
納
期
限
で
す
。
期
限
内
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
７
３

毎
月
第
２
・
４
土
曜
午
前
は
休
日
開
庁

　
一
部
の
業
務
を
行
い
ま
す
。
詳
細
は
市

HP
（

休
日
開
庁
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日 

９
月
14
日
㈯
・
28
日
㈯
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
０
時
30
分

場 

市
役
所
１
階
、
ま
ち
づ
く

　
り
セ
ン
タ
ー（
並
木
除
く
）、

　
上
下
水
道
局
庁
舎

問 

経
営
企
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２
７
、

上
下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
２

１
‐
１
０
８
０

10
月
１
日
か
ら
消
費
税
・
地
方
消
費
税

の
税
率
が
10
％
に
変
わ
り
ま
す

▼ 

税
率
引
き
上
げ
は
社
会
保
障
制
度
を
次

世
代
に
引
き
継
ぎ
、
み
ん
な
が
安
心
で

き
る
社
会
に
す
る
た
め
に
必
要
で
す
。

▼ 

引
き
上
げ
分
は
全
て
の
世
代
を
対
象
と

す
る
社
会
保
障
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

▼ 

家
計
と
景
気
、
両
方
の
視
点
か
ら
対
策

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

◎
10
％
の
う
ち
2.2
％
は
地
方
消
費
税
（
地

方
税
）
で
す
。
軽
減
税
率
制
度
な
ど
詳
細

は
政
府
広
報
HP
（

消
費
税
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

10
月
１
日
か
ら
水
道
料
金
・

市
民
医
療
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
な
ど
の

税
率
を
変
更
し
ま
す

　
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の
税
率
変
更
に

伴
い
、
10
月
１
日
㈫
か
ら
次
の
料
金
な
ど

の
消
費
税
率
が
10
％
に
な
り
ま
す
。

◆
水
道
料
金
な
ど

対 

①
水
道
料
金
、
下
水
道
使

用
料
②
水
道
利
用
加
入
金
、

工
事
負
担
金
（
浄
水
場
等
建
設
費
）

問 

①
上
下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
☎
２
９

お
知
ら
せ

施設など 問い合わせ
男女共同参画推進センターふらっと ふらっと☎ 2921-2220
公園通り線駐車場、
市庁舎市民ギャラリー 管財課☎ 2998-9053

コミュニティセンター、
コミュニティ会館 地域づくり推進課☎ 2998-9083

市民活動支援センター 市民活動支援センター☎2968-8391
市民文化センター・ミューズ、
所沢駅東口市民ギャラリー 文化芸術振興課☎ 2998-9211

斎場 市民課☎ 2998-9087
市営自転車駐車場、
ところバス 交通安全課☎ 2998-9140

所沢サン・アビリティーズ 障害福祉課☎ 2998-9116
こどもと福祉の未来館 地域福祉センター☎ 2922-2116
ラーク所沢 産業振興課☎ 2998-9157

施設など 問い合わせ
寿町駐車場、元町地下駐車場、
狭山湖第 1・2駐車場 商業観光課☎ 2998-9155

体験農場入場料 農業振興課☎ 2998-9158
公民館 社会教育課☎ 2998-9242
スポーツ施設、
小中学校体育施設屋外照明設備 スポーツ振興課☎ 2998-9248

生涯学習推進センター 生涯学習推進センター☎2991-0303
図書館椿峰分館展示室 所沢図書館☎ 2995-6311
農家や農地転用に関する証明書の交付 農業委員会事務局☎ 2998-9264
一般家庭生活廃水くみ取り 生活環境課☎ 2998-9370
し尿のくみ取り、動物死体処理、
事業活動に伴う一般廃棄物・
産業廃棄物の処理

資源循環推進課☎ 2998-9146

消費税・地方消費税の税率が 8
％から 10％に変わることを受け、
次の施設使用料などを令和 2年
4月 1日から変更します。
今回の改定には、受益者負担の
考え方から、施設などの維持管理
に必要な費用を含んでいます。

なお、使用料などの免除の扱い
には、変更はありません。

◎詳細は、各施設などに
お問い合わせいただくか、
市HP（ 使用料改正）を
ご覧ください。

令和 2年

4月1日から
変わります

施設の使用料などが


